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移
転

⑷
原
子
力
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る

「
原
子
力
事
業
者
の
責
務
」
の
遵
守
及

び
本
市
の
地
域
振
興
へ
の
協
力

２　
報
告
事
項

⑴
市
民
説
明
会
に
つ
い
て

２
月
19
日
か
ら
28
日
ま
で
に
市
内
８

地
区
で
開
催
し
、
延
べ
参
加
人
数
は
３

５
６
名
で
し
た
。

【
説
明
会
で
の
主
な
意
見
】

・
中
部
電
力
㈱
の
説
明
姿
勢 

・
不
適
切
事
案
の
詳
細 

・
信
頼
性
へ
の
疑
問
等 

⑵
発
電
所
の
安
全
性
の
総
点
検
に
つ
い
て

使
用
済
燃
料
を
保
管
す
る
燃
料
プ
ー

ル
は
独
自
に
設
定
し
た
改
造
工
事
用
地

震
動
に
対
し
て
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

放
射
性
物
質
の
漏
洩
に
関
す
る
監
視
装

置
に
つ
い
て
も
改
め
て
確
認
を
行
っ
て

い
ま
す
。

⑶
原
子
力
部
門
の
市
内
へ
の
設
置
な
ど

に
つ
い
て

現
在
行
わ
れ
て
い
る
原
子
力
規
制
庁

に
よ
る
規
制
検
査
や
第
三
者
委
員
会
に

よ
る
調
査
の
結
果
及
び
原
子
力
部
門
の

解
体
的
再
構
築
に
関
す
る
検
討
を
踏
ま

え
、
原
子
力
部
門
や
浜
岡
地
域
事
務
所

の
あ
り
方
を
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

⑷
原
子
力
事
業
者
の
責
務
に
つ
い
て

御
前
崎
市
と
協
議
の
上
、
市
の
地
域

振
興
に
関
わ
る
各
種
事
業
や
地
域
医
療

構
想
に
つ
い
て
、
原
子
力
事
業
と
の
関

わ
り
を
踏
ま
え
な
が
ら
引
き
続
き
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

【
令
和
８
年
３
月
31
日
】

中
部
電
力
㈱
よ
り
次
の
と
お
り
報
告

を
受
け
ま
し
た
。

⑴
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
新
規
制
基
準

適
合
性
審
査
に
お
け
る
基
準
地
震
動
策

定
に
係
る
不
適
切
事
案
に
関
す
る
経
済

産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
か

ら
の
報
告
徴
収
へ
の
報
告
に
つ
い
て

中
部
電
力
㈱
は
現
時
点
で
判
明
し
て

い
る
事
実
を
踏
ま
え
、「
意
識
・
行
動

の
変
革
」「
組
織
・
組
織
風
土
の
変
革
」

「
ル
ー
ル
・
仕
組
み
の
強
化
」
を
柱
と

す
る
対
応
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

⑵
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
向
上

対
策
工
事
に
お
け
る
不
適
切
な
調
達
手

続
に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
か
ら
の
報

告
徴
収
へ
の
報
告
に
つ
い
て

本
事
案
に
対
し
、
仕
様
変
更
に
関
す

る
調
達
ル
ー
ル
の
不
備
や
理
解
不
足
、

調
達
部
門
の
牽
制
機
能
の
不
足
や
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
不
足
、
リ
ス
ク

感
度
、
ま
た
問
題
意
識
の
欠
如
と
い
っ

た
複
数
の
要
因
が
あ
り
ま
し
た
。
要
因

の
一
つ
一
つ
に
対
し
て
再
発
防
止
策
を

徹
底
し
て
い
き
ま
す
。 

１月15日申し入れ書に関する具体的内容について

去る１月 15 日に申し入れた事項について、具体的な内容を下記のとおり示しますので、厳密な対応をお願いし
ます。

記

１　貴社による市内地区単位での市民説明会について、地区役員と調整の上、２月末を目途に実施することを強く
求める。

２　使用済み核燃料を含め、発電所の安全性について、今年度中に総点検を実施し、広く公表することを強く求め
る。また、現施設の安全性の確保については、改善工事等を行い、不断なく取り組むことを強く求める。さらに
は、サイト内の作業員不足を避けるため、継続的な雇用の確保を強く求めるとともにその雇用状況について、毎
月報告することを求める。

３　貴社原子力部門の機能をすべて本市内へ設置することに関して、９月末を目途にまとめることを強く求める。
また、地域事務所についても同様に方針を９月末を目途にまとめることを強く求める。

４　原子力基本法に規定されている、「原子力事業者の責務」を遵守していただき、本市の地域振興に関する各種
事業と、市の課題である市立御前崎総合病院の経営支援に全面的に協力（例として、企業版ふるさと納税等を通
じて）することを強く求める。

上記４事項について、２月議会会期中の３月 16 日に開催される原子力対策特別委員会において状況を報告する
よう求める。

　令和８年１月 20 日� 御前崎市議会　議長　渥 美 昌 裕 
� 御前崎市議会原子力対策特別委員会　委員長　河原﨑惠士 
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